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(57)【要約】
【課題】給油口閉鎖装置のカバーを給油ノズルを用いた
操作により開くことができるようにし、更に給油ノズル
を選別する機能を付加する。
【解決手段】給油口開口44からガイド開口211まで挿入
された給油ノズル71により、上向きに付勢されてガイド
開口211を閉じていたフラッパ３を押し開く給油口閉鎖
装置において、給油口開口44に対して上向きに回動自在
なカバー５を設けた給油口閉鎖装置である。カバー５は
、給油口開口44の近傍に回動軸511を設け、上向きに付
勢されながら前記給油口開口44に向けて回動自在なカバ
ー本体51と、カバー本体51の上面に装着され、カバー本
体51の周縁に向けて付勢されながら前記カバー本体51の
上面を移動自在なスライダ53とから構成され、スライダ
53は、給油口開口44の近傍に設けたラッチ受け441に係
合するラッチ531を設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
給油口開口からガイド開口まで挿入された給油ノズルにより、上向きに付勢されてガイド
開口を閉じていたフラッパを押し開く給油口閉鎖装置において、給油口開口に対して上向
きに回動自在なカバーを設けてなり、カバーは、給油口開口の近傍に回動軸を設け、上向
きに付勢されながら前記給油口開口に向けて回動自在なカバー本体と、カバー本体の上面
に装着され、カバー本体の周縁に向けて付勢されながら前記カバー本体の上面を移動自在
なスライダとから構成され、スライダは、給油口開口の近傍に設けたラッチ受けに係合す
るラッチを設けたことを特徴とする給油口閉鎖装置。
【請求項２】
スライダは、回動軸の直交方向に移動自在とした請求項１記載の給油口閉鎖装置。
【請求項３】
カバー本体は、軽油用の給油ノズルを通過させず、ガソリン用の給油ノズルを通過させる
幅で対向する一対の外突起を付勢されたスライダの移動始端の手前に設け、スライダは、
前記外突起の間を通過したガソリン用の給油ノズルが係合する内突起を設けた請求項１又
は２いずれか記載の給油口閉鎖装置。
【請求項４】
スライダは、外突起の間を通過したガソリン用の給油ノズルを通過させず、ガソリン用の
給油ノズルより細い給油ノズルを通過させる幅で対向する一対の内突起を設けた請求項３
記載の給油口閉鎖装置。
【請求項５】
カバー本体は、軽油用の給油ノズルを通過させ、軽油用の給油ノズルより太い給油ノズル
を通過させない幅で対向する一対の外突起を付勢されたスライダの移動始端の手前に設け
、スライダは、前記外突起の間を通過した軽油用の給油ノズルを係合させ、同じく外突起
の間を通過したガソリン用の給油ノズルを通過させる幅で対向する一対の内突起を設けた
請求項１又は２いずれか記載の給油口閉鎖装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給油口開口から挿入された給油ノズルを案内するガイド開口を、例えば捻り
コイルバネに押されて上向きに付勢されながら下方に向けて回動自在なフラッパにより開
閉する給油口閉鎖装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　給油口に給油口キャップを取り付けて塞ぐ構成は、給油口のシール性を確保しやすい利
点があるが、給油口キャップを着脱する手間を要するほか、キャップ取付時の締め込み操
作が不適切であると密閉が不十分になる虞や取り外した給油口キャップを紛失させる心配
がある。そこで、外部から挿入された給油ノズルに押されて下向きに回動して開き、前記
給油ノズルを引き抜くと上向きに回動して閉じるフラッパからなる給油口閉鎖装置が提案
されている。給油口閉鎖装置によれば、給油口キャップの締め忘れがなく、実際に給油ノ
ズルが挿入される直前まで給油口が閉じられており、給油ノズルを挿入して引き抜くまで
の間、すなわち燃料油を注入する実質的な給油作業の間しか給油口が開放されず、燃料蒸
気の放出を抑制できる利点がある。
【０００３】
　給油口閉鎖装置は、給油口開口から挿入された給油ノズルを案内するガイド開口を回動
するフラッパにより開閉する構成で、フラッパは捻りコイルバネに押されて上向きに付勢
されながら下方に向けて回動自在とし、給油口開口から挿入された給油ノズルに押されて
下向きに回動するとガイド開口を開き、前記給油ノズルを引き抜くと捻りコイルバネによ
り上向きに回動してガイド開口を閉じる。ここで、ガイド開口は給油口開口から奥まって
いるため、給油口開口をそのまま外部に露出していると、ガイド開口までの範囲にゴミや
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雨水が溜まり、給油ノズルを挿入してフラッパを押し開いた際、給油管本体にゴミや雨水
が入り込んでしまう問題を生ずる。これから、給油口閉鎖装置では、給油口開口を開閉す
るカバーが設けられることが多い。
【０００４】
　特許文献１が開示する給油口閉鎖装置は、給油口開口からのゴミや雨水の浸入を防止す
るため、給油ノズルで押すことによりスライダして給油口開口を開くドア（Tur104）を設
けている。特許文献１の特徴は、ガソリン用の給油ノズルより軽油用の給油ノズルのノズ
ル外径が大きいことを利用して、ドアを押す上流側に、軽油用の給油ノズルを通さないが
、ガソリン用の給油ノズルを通す幅に突起間隔を設定した規制ブロック（Durchlassberei
ch150）を設けた点にある。利用者は、規制ブロックの突起の間からシャッタに向けて給
油ノズルを移動させる手順を踏むことにより、ガソリン用の給油ノズルだけが前記突起の
間を通過してドアを押すことができるようになり、間違えて軽油を給油する虞をなくす。
ドアは閉じる方向に付勢されているため、ドアを押し開いた給油ノズルは、ドアを押した
まま給油口開口に挿入する。
【０００５】
【特許文献１】ドイツ実用新案登録願公開20 2007 004 451号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１が開示する給油口閉鎖装置は、給油口開口を開閉するドアを設け、前記給油
口開口からゴミや雨水が浸入することを防止すると共に、前記ドアを開閉する給油ノズル
を選別する機能を付加している点で優れている。しかし、特許文献１が開示する給油口閉
鎖装置は、次の点で問題がある。給油ノズルには、給油中に給油口から不用意に落下する
ことを防止するため、コイルを巻いた構成が見られるが、こうしたコイルを巻いた給油ノ
ズルは、特許文献１が開示する給油口閉鎖装置に用いることができない。なぜなら、コイ
ルを巻いた給油ノズルは、コイルがドアに引っかかって、押し開いたドアを押したまま挿
入できないからである。
【０００７】
　また、ドアを押す給油ノズルの先端は、特に何か引っ掛かる部分がないため、規制ブロ
ックの突起の間を通過させ、付勢に抗してドアを側方から押し、ドアを押したまま給油ノ
ズルを給油口開口から挿入する間、利用者に給油ノズルを特定の経路に沿って操作させ、
ドアに給油ノズルの先端を押し付けておくことを要求することになる。これは、給油ノズ
ルの取り扱いが難しくなることを意味し、例えば高齢者ではうまくドアを開いて給油ノズ
ルを給油口開口に挿入できない虞がある。そこで、特許文献１と同様、給油ノズルを選別
する機能を付加しながら、給油ノズルの取り扱いを簡単にする給油口閉鎖装置について、
検討した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　検討の結果開発したものが、給油口開口からガイド開口まで挿入された給油ノズルによ
り、上向きに付勢されてガイド開口を閉じていたフラッパを押し開く給油口閉鎖装置にお
いて、給油口開口に対して上向きに回動自在なカバーを設けた給油口閉鎖装置である。カ
バーは、給油口開口の近傍に回動軸を設け、上向きに付勢されながら前記給油口開口に向
けて回動自在なカバー本体と、カバー本体の上面に装着され、カバー本体の周縁に向けて
付勢されながら前記カバー本体の上面を移動自在なスライダとから構成され、スライダは
、給油口開口の近傍に設けたラッチ受けに係合するラッチを設ける。スライダは、回動軸
とは反対側に付勢され、かつ移動自在であればよいが、好ましくは回動軸の直交方向に移
動自在とする。
【０００９】
　本発明の給油口閉鎖装置は、給油口開口を開閉するカバーを給油ノズルで押して開ける
のではなく、カバー（カバー本体）による給油口開口の閉鎖を保持するスライダを給油ノ
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ズルで押し、給油口開口の近傍に設けたラッチ受けとラッチとの係合を解除することによ
り、カバー（カバー本体）を上向きの付勢に従って開放させる。カバー本体の上向きの付
勢は、例えば回動軸に遊嵌した捻りコイルバネによる。カバー本体の周縁に向けて付勢さ
れているスライダは、カバー本体を閉じて給油ノズルに押されなくなると、前記付勢に従
って移動し、再びラッチを給油口開口の近傍に設けたラッチ受けに係合させる。このとき
、ラッチが下方に向けて細くなる側面視鉤状であると、カバー本体を閉じる際にラッチ受
けに傾斜面を擦らせながら一時的に押し込まれ、ラッチ受けを越えた時点で付勢されたス
ライダが移動してラッチをラッチ受けに係合させることができる。
【００１０】
　スライダを押す給油ノズルは、付勢に抗して側方から先端をスライダに押し当てること
になる。これから、前記スライダを押す部分の手前に、給油ノズルの外径を判別する幅を
特定する部位を設けておくと、ガソリン用の給油ノズルのみが、スライダを押してカバー
（カバー本体）を開くことができるようになる。すなわち、カバー本体は、軽油用の給油
ノズルを通過させず、ガソリン用の給油ノズルを通過させる幅で対向する一対の外突起を
付勢されたスライダの移動始端の手前に設け、スライダは、前記外突起の間を通過したガ
ソリン用の給油ノズルが係合する内突起を設ける構成とする。これにより、外突起の間を
通過するか否かにより、給油ノズルの外径を判別をすることができ、外突起の間を通過す
るガソリン用の給油ノズルのみがスライダを押すことができる。ここで、外突起はカバー
本体に設けられた突出部位、内突起はスライダに設けられた突出部位をそれぞれ意味し、
例えば移動始端にあるスライダから突出するブロックを内突起とし、前記内突起の左右両
縁に被さるカバーを一対の外突起としてもよい。
【００１１】
　スライダに設ける内突起は、外突起の間を通過したガソリン用の給油ノズルにより押せ
る大きさ及び形状であれば１基でよいが、側面の丸い給油ノズルが斜めから押し当てられ
ると、内突起から外れる可能性がある。そこで、スライダは、外突起の間を通過したガソ
リン用の給油ノズルを通過させず、ガソリン用の給油ノズルより細い給油ノズルを通過さ
せる幅で対向する一対の内突起を設けるとよい。一対の内突起は、給油ノズルの丸い側面
に２点で接触するため、外れにくい。また、内突起の間を空けておくと、ガソリン用の給
油ノズルより細い特殊な給油ノズルは内突起の間を通過させことができる。これは、外突
起の間の大きさ（Dout）と内突起の間の大きさ（Din）との間に当てはまる外径の給油ノ
ズルのみ、すなわちガソリン用の給油ノズルのみがスライダを押せることを意味する。こ
うして、ガソリン用の給油ノズルだけがスライダを押してラッチの係合を解除し、カバー
を開けることができる給油口閉鎖装置を構成することができる。
【００１２】
　ガソリン用の給油ノズルのみがスライダを押し、カバー（カバー本体）を開くことので
きる上記給油口閉鎖装置を応用し、軽油用の給油ノズルのみがスライダを押し、カバー（
カバー本体）を開くことのできる給油口閉鎖装置を構成できる。すなわち、カバー本体は
、軽油用の給油ノズルを通過させ、軽油用の給油ノズルより太い給油ノズルを通過させな
い幅で対向する一対の外突起を付勢されたスライダの移動始端の手前に設け、スライダは
、前記外突起の間を通過した軽油用の給油ノズルを係合させ、同じく外突起の間を通過し
たガソリン用の給油ノズルを通過させる幅で対向する一対の内突起を設ける構成にすると
、外突起の間の大きさ（Dout）より外径が小さく、内突起の間の大きさ（Din）より外径
の大きい給油ノズル、すなわち軽油用の給油ノズルのみがスライダを押せることになり、
軽油用の給油ノズルだけがスライダを押してラッチの係合を解除し、カバーを開けること
ができるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の給油口閉鎖装置は、カバー（カバー本体）を開くときだけ、給油ノズルでスラ
イダを押せばよく、ラッチとラッチ受けとの係合を解除すれば、後は上向きの付勢に従っ
てカバー（カバー本体）が開くことができる。これにより、開いたカバー（カバー本体）
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に干渉することなく、給油ノズルを給油口開口に挿入できる。これは、例えばコイルを巻
いた給油ノズルでも、引っかからせることなく給油口開口から挿入できることを意味する
。このように、本発明の給油口閉鎖装置は、カバー（カバー本体）を開く操作や、カバー
（カバー本体）を開いた後に給油口開口への給油ノズルの挿入も簡易であり、総じて給油
ノズルの取り扱いを極めて簡便にする利点を有する。
【００１４】
　また、スライダを給油ノズルの先端により側方へ押す操作を利用して、カバー本体に設
けた外突起の間から給油ノズルの先端を移動させて内突起を押すようにすることにより、
ガソリン用の給油ノズルのみ又は軽油用の給油ノズルのみがスライダを押して給油口開口
を開けるようにし、ガソリン又は軽油を間違えて給油しないようにできる。更に、ガソリ
ン用の給油ノズル又は軽油用の給油ノズル以外の給油ノズルではスライダを押すことがで
きないため、カバー（カバー本体）を開くことができないようにして、ガソリン又は軽油
のいずれかのみが給油できるようにできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。図１は
本発明に基づくカバーの一例を表す斜視図、図２は本例のカバーの分解斜視図、図３は本
例のカバーを用いた給油口閉鎖装置の断面図、図４は本例のカバーの平面図、図５はスラ
イダをガソリン用の給油ノズルで押す様子を表す図４相当平面図、図６はスライダをガソ
リン用の給油ノズルで押す様子を表す図３相当断面図、図７は別例のスライダをガソリン
用の給油ノズルで押す様子を表す図４相当平面図、図８はガソリン用の給油ノズルを遠ざ
けてカバーを完全に開いた状態を表す図３相当断面図、図９はスライダを軽油用の給油ノ
ズルで押そうとしている様子を表す図４相当平面図、図10はガソリン用の給油ノズルでカ
バーを押し下げている様子を表す図３相当断面図であり、図11はカバーを完全に閉じた状
態を表す図３相当断面図である。
【００１６】
　本例のカバー５は、図１～図４に見られるように、給油口１に対してカバーユニット４
に取付プレート56を介して取り付けられ、前記カバーユニット４に形成された給油口開口
44を開閉する。本例のようにカバーユニット４を構成する理由は、給油口閉鎖装置の組付
を容易にするためである。これから、例えばカバーユニットを用いない場合、開放された
給油口１の上端開放が給油口開口となり、カバー５は前記上端開放の周縁に取付プレート
56を介して取り付けられることになる。この場合、カバー５の閉鎖状態を保持するラッチ
531に対となるラッチ受けを、前記給油口１の上端開放に設ける必要がある。
【００１７】
　カバー５は、取付プレート56に軸着されるカバー本体51、前記カバー本体51の上面に摺
接するスライダ53、そして前記スライダ53を押さえてカバー本体51に保持させるスライダ
押さえ52から構成される。取付プレート56は、給油口１の外周に倣って円弧状に切り欠い
た前縁を有する金属板材で、カバーユニット４のユニット平面43に接面し、取付ネジ57に
より固定される。カバー５は、取付プレート56の後方に立設された左右一対の支持フラン
ジ561,561に架設される回動軸511に軸着される。回動軸511の直交方向（カバー５を開く
方向）に付勢する捻りコイルバネ512は、前記回動軸511に遊嵌され、固定端を取付プレー
ト56に押し当て、付勢端をカバー本体51に押し当てている。
【００１８】
　カバー本体51は、給油口開口44に上方から被せることのできる大きさの円盤から後方に
向けてカバー回動アーム519,519を突出させた樹脂製部材である。回動アーム519は、回動
軸511を貫通させる孔を設けてあり、カバー本体51を取付プレート56の支持フランジ561に
回動軸511を介して軸着させる。本例のカバー本体51は、左右に下段連結突部513,513を張
り出させ、上面には前方から順にストッパ516、スライダレール518及びラッチ移動長孔51
7、スプリング受けフランジ515、そして爪掛止部514を設けている。
【００１９】
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　下段連結突部513は、スライダ押さえ52の対応する上段連結突部522を通じて捩じ込まれ
る連結ネジ55を噛み込ませる。また、爪掛止部514は、スライダ押さえ52の後端に設けら
れた掛止爪523を係合させる。これにより、カバー本体51及びスライダ押さえ52は、連結
ネジ55による結合と、掛止爪523と爪掛止部514との係合とにより、がたつきなく、一体化
される。
【００２０】
　スライダレール518は、回動軸511の直交方向（カバー５の開閉方向）に延びる４本の凸
条と各凸条後端を左右に結ぶ短い１本の凸条とから構成され、回動軸511の直交方向に延
びる内側の２条はラッチ移動長孔517を挟んで形成されている。これにより、スライダ53
は、４本の凸条にのみ支持されるため、摺動抵抗が抑えられ、かつがたつくことなく安定
して摺動できる。ストッパ516は、スライダレール518上を摺動するスライダ53の前縁を掛
止し、スライダ53を前進規制する。
【００２１】
　ラッチ移動長孔517は、スライダレール518に挟まれた長孔で、スライダ53の下面に設け
たラッチ531をカバー本体51の下面から突出させながら、移動させる。
スプリング受けフランジ515は、スライダ53のスプリング収納区画534に収められたコイル
スプリング54の後端を支持し、スライダ53の後退に応じて前記コイルスプリング54を圧縮
させる。
【００２２】
　スライダ53は、上述したスライダレール518の凸条を左右両縁とする平面視長方形状の
樹脂板で、下面前端にラッチ531、上面前方左右に一対の内突起533,533、上面後端中央に
スプリング収納区画534を設けている。このほか、本例のスライダ53は、内突起533に向け
てガソリン用の給油ノズル71（図５及び図６参照）を円滑に押し当てることができるよう
に、上面前縁から一定の範囲をなだらかな傾斜の誘導面535としている（図２中スライダ
前方の横断線参照）。
【００２３】
　内突起533,533は、ガソリン用の給油ノズル71が係合する大きさDinで対向し、並んでい
る。左右の内突起533,533が等しくガソリン用の給油ノズル71に係合できるように、本例
の各内突起533は、相手方に向いた内側前縁角部を面取している。また、スライダ押さえ5
2に対する摺動抵抗を低減する目的から、側面視円弧状の摺動突起536を各内突起533の上
面の前後に２個ずつ設けてある。このほか、摺動突起536は、スプリング収納区画534の左
右壁面に添わせて設けている。
【００２４】
　ラッチ531は、カバー本体51のラッチ移動長孔517を貫通して突出した側面視三角形状の
部位で、前面を広幅の傾斜面532に形成し、補強用に背面に直交リブが設けられている。
傾斜面532は、開いたカバー５を閉じる際、給油口開口44の内周縁に当接し、ラッチ531を
後退させることにより前記内周縁を乗り越えさせて、ラッチ531が再び給油口開口44の内
周下縁に形成した環状リブからなるラッチ受け441に係合できるようにする。
【００２５】
　スライダ押さえ52は、前方から後方にかけて平面視Ｙ字状の樹脂部材で、前方の左右に
開いた部分それぞれから上段連結突部522を張り出し、後方に延びる１本の部分の後端に
掛止爪523を設けている。本例のスライダ押さえ52は、前方の左右に開いた部分の各前端
を外突起521としている。外突起521,521は、軽油用の給油ノズル72が係合する大きさDout
で対向し、並んでいる。本例の外突起521は、スライダ53を挟んでスライダ押さえ52をカ
バー本体51と一体化した際、内突起533の直前に位置し、スライダ押さえ52により内突起5
33の大半を覆い隠すと共に、内突起533の面取した内側前縁角部だけが覗くようにしてい
る。
【００２６】
　本発明を適用した本例の給油口閉鎖装置について説明する。本例の給油口閉鎖装置は、
図３に見られるように、給油口１、閉鎖ユニット2及びカバーユニット４から構成される
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。閉鎖ユニット２は、カバーユニット４の給油口開口44から挿入されたガソリン用の給油
ノズル71（図５及び図６参照）により押し下げられ、ガイド開口211を開くフラッパ３が
取り付けられている。カバーユニット４は、上向きに回動自在なカバー５を軸着し、給油
口開口44を開閉する。
【００２７】
　給油口１は、１枚の板材から絞り加工により一体に形成された筒状部材で、上端開口は
広いが、下端開口である接続口11は接続される給油管本体８に合わせて細くなっている。
閉鎖ユニット２は、給油口開口44から差し込まれたガソリン用の給油ノズル71（図５及び
図６参照）を案内するノズルガイド21を形成した樹脂ブロックで、ノズルガイド21の底に
あたるガイド開口211を開閉するフラッパ３を一体に組み付けている。ユニット周面22は
、上縁付近にリング嵌合溝221を設けてシールリング222を嵌合している。シールリング22
2は、給油口１に閉鎖ユニット２を嵌入したとき、給油口１の周面内側に圧接して隙間を
塞ぎ、ガイド開口211を除くシール性を確保する。
【００２８】
　カバーユニット４は、既述したように、カバー５の開閉対象となる給油口開口44を設け
た覆設部材で、前記カバー５の取付プレート56を取り付けるユニット平面43と、前記ユニ
ット平面43を囲む被せ周面41とから構成される。給油口開口44は、円環状のフランジを半
径方向内向きから下向きへと折り返した環状リブであるラッチ受け441を形成し、ラッチ5
31を係合させてカバー５を閉鎖状態に保持させる。
【００２９】
　カバー５は、雨水やゴミがガイド開口211に溜まることを防ぐ働きのほか、本発明のカ
バー５は給油に利用できる給油ノズル71,72を選別する働きを有する。具体的には、スラ
イダ押さえ52に設けた一対の外突起521の間の大きさDoutを軽油用の給油ノズル72より狭
く、ガソリン用の給油ノズル71より広くする一方、スライダ53に設けた一対の内突起533
の間の大きさDinをガソリン用の給油ノズル71より狭くしている。これにより、ガソリン
用の給油ノズル71のみが内突起533,533に係合してスライダ53を押し、ラッチ531をラッチ
受け441の係合を解除できる。
【００３０】
　次に、ガソリン用の給油ノズル71がカバー５を開く手順を説明する。まず、閉じた状態
にあるカバー５に対し、ガソリン用の給油ノズル71をスライダ53に平行に誘導面535側か
ら接近させる。カバー５における外突起521,521間の大きさDoutは、ガソリン用の給油ノ
ズル71（外径Dgas）を通過させるが、軽油用の給油ノズル72（外径Doil）を通過させない
大きさに設定されているため、前記誘導面535側から接近させたガソリン用の給油ノズル7
1は、図５及び図６に見られるように、外突起521,521間を通過して、内突起533,533間に
係合し、スライダ53を押すことができる。
【００３１】
　左右一対の内突起533,533は、大きさDinの間隔を空けて配置することにより、前記大き
さDinより外径の細い特殊な給油ノズルを通過させ、スライダ53を押させない。これによ
り、ガソリン用の給油ノズル71のみがスライダ53を押すことができる。また、左右一対の
内突起533,533は、給油ノズル71により左右対称位置での２点押しとなり、安定かつ確実
にスライダ53を押すことのできる利点をもたらす。ただ、単純に軽油用の給油ノズル72で
スライダ53を押せないようにするだけであれば、本例の内突起533,533に代えて、図７に
見られるように、ガソリン用の給油ノズル71の外面に倣った円弧側面を有する単独の内突
起537としてもよい。
【００３２】
　ガソリン用の給油ノズル71により押されたスライダ53は、カバー５の回動軸511に向け
て後退し、ラッチ531を給油口開口44に設けられたラッチ受け441から外す。カバー５は、
捻りコイルバネ512により常に開く方向へ付勢されている。これから、ラッチ531がラッチ
受け441の係合を解除すると、図８に見られるように、カバー５が開く。スライダ53は、
ガソリン用の給油ノズル71を遠ざけると、コイルスプリング54により前進方向に付勢され
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ているため、初期位置に復帰する。
【００３３】
　仮にガソリン用の給油ノズル71（Dgas）より外径の大きい軽油用の給油ノズル72（Doil
＞Dgas）をスライダ53の誘導面から内突起533,533に向けて接近させても、図９に見られ
るように、外突起521,521に引っかかり、前記内突起533,533を押すことはできない。また
、内突起533,533の間の大きさDinは、ガソリン用の給油ノズル71の外径Dgasより小さいた
め、当然軽油用の給油ノズル72を押し込むこともできない。こうして、軽油用の給油ノズ
ル72では、どのようにしても内突起533,533を押すことができず、したがってカバー５を
開くことができないため、間違って軽油を給油する虞が回避できる。
【００３４】
　カバー５を閉じるには、図10に見られるように、ガソリン用の給油ノズル71によりカバ
ー５を押さえつければよい。このとき、スライダ53はコイルスプリング54の付勢により前
進し、ラッチ531はラッチ受け441に係合する位置で突出している。しかし、ガソリン用の
給油ノズル71によりそのままカバー５を押さえつけていくと、図11に見られるように、ラ
ッチ531の前面の傾斜面532をラッチ受け441に擦らせながらスライダ53を一時的に後退さ
せ、ラッチ531がラッチ受け441を乗り越えることができる。そして、ラッチ531がラッチ
受け441を乗り越えると、スライダ53はコイルスプリング54の付勢により再び前進し、ラ
ッチ531をラッチ受け441に係合させる。
【００３５】
　このように、本発明の給油口閉鎖装置は、カバー５を開くときのみ、ガソリン用の給油
ノズル71でカバー５のスライダ53を押せばよく、カバー５が開く際に前記ガソリン用の給
油ノズル71を遠ざけておくことができる。これは、コイルを巻いた給油ノズルであっても
、容易にカバー５を開くことができることを意味する。また、こうした簡単なカバー５の
開閉操作において、給油ノズルを選別する機能を付加することにより、ガソリン用の給油
ノズル71のみがカバー５を開いて給油できるようにしている。これにより、本例はガソリ
ンのみが給油できるガソリン用の給油口閉鎖装置を提供する。
【００３６】
　本発明は、上述までの例示（図１～図11参照）と逆に、ガソリン用の給油ノズル71のみ
がスライダ53を押し、カバー５（カバー本体51）を開くことのできる上記給油口閉鎖装置
を応用し、軽油用の給油ノズル72のみがスライダ53を押し、カバー５（カバー本体51）を
開くことのできる給油口閉鎖装置を構成できる。図12は別例のカバーの平面図、図13はス
ライダをガソリン用の給油ノズルで押そうとしている様子を表す図12相当平面図であり、
図14はスライダを軽油用の給油ノズルで押す様子を表す図12相当平面図である。
【００３７】
　別例のカバー５は、図12に見られるように、スライダ押さえ52に設けた外突起521,521
の間の大きさDoutが、ガソリン用の給油ノズル71と軽油用の給油ノズル72とを通過させる
幅（Dout＞Doil＞Dgas）であり、スライダ53に設けた内突起533,533の間の大きさDinが、
前記外突起521の間を通過させた軽油用の給油ノズル72を係合させるが、ガソリン用の給
油ノズル71を通過させる幅（Doil＞Din＞Dgas）であるが、カバー本体51や取付プレート5
6等、その他の部品構成は上述の例示と同じである。これは、スライダ押さえ52及びスラ
イダ53を交換すれば、上述の例示も別例のカバー５も構成できることを意味する。
【００３８】
　上述のように、外突起521,521の間の大きさDoutと、内突起533,533の間の大きさDinと
したことにより、ガソリン用の給油ノズル71は、図13に見られるように、外突起521,521
間のみならず内突起533,533間も通過してスライダ53を押すことができないが、軽油用の
給油ノズル72は、図14に見られるように、外突起521,521間を通過するものの内突起533,5
33間に係合し、スライダ53を押すことができる。これは、軽油用の給油ノズル72のみが別
例のカバー５を開くことができることを意味する。すなわち、別例のカバー５は、軽油の
みが給油できる軽油用の給油口閉鎖装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明に基づくカバーの一例を表す斜視図である。
【図２】本例のカバーの分解斜視図である。
【図３】本例のカバーを用いた給油口閉鎖装置の断面図である。
【図４】本例のカバーの平面図である。
【図５】スライダをガソリン用の給油ノズルで押す様子を表す図４相当平面図である。
【図６】スライダをガソリン用の給油ノズルで押す様子を表す図３相当断面図である。
【図７】別例のスライダをガソリン用の給油ノズルで押す様子を表す図４相当平面図であ
る。
【図８】ガソリン用の給油ノズルを遠ざけてカバーを完全に開いた状態を表す図３相当断
面図である。
【図９】スライダを軽油用の給油ノズルで押そうとしている様子を表す図４相当平面図で
ある。
【図１０】ガソリン用の給油ノズルでカバーを押し下げている様子を表す図３相当断面図
である。
【図１１】カバーを完全に閉じた状態を表す図３相当断面図である。
【図１２】別例のカバーの平面図である。
【図１３】スライダをガソリン用の給油ノズルで押そうとしている様子を表す図12相当平
面図である。
【図１４】スライダを軽油用の給油ノズルで押す様子を表す図12相当平面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　給油口
　11　接続口
　２　閉鎖ユニット
　21　ノズルガイド
　３　フラッパ
　４　カバーユニット
　43　ユニット平面
　44　給油口開口
　441　ラッチ受け
　５　カバー
　51　カバー本体
　52　スライダ押さえ
　53　スライダ
　54　コイルスプリング
　55　連結ネジ
　56　取付プレート
　57　取付ネジ
　71　ガソリン用の給油ノズル
　72　軽油用の給油ノズル
　Dout　外突起の間の大きさ
　Din　内突起の間の大きさ
　Dgas　ガソリン用の給油ノズルの外径
　Doil　軽油用の給油ノズルの外径



(10) JP 2010-23882 A 2010.2.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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